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衆議院議員  井林たつのり 
生年月日  昭和５１年７月１８日 
住   所  藤枝市本町 
本   籍  榛原郡川根本町（お茶農家） 
【経歴】京都大学工学部卒業、同大学院環境工学修了 
平成１４年より国土交通省勤務、平成２２年６月退官 
平成２４年１２月初当選（三期目） 
平成２８年８月環境・内閣府大臣政務官 
京都大学工学部非常勤講師 
【家族】 妻・長女・次女  
【趣味】 野球、水泳 【好物】焼魚、白米、お茶 

ポスター掲示を 
お願いします。 

“井林たつのり”のスマイルメッセージ 
第1・第3・第5<水曜日>ＦＭ島田（76.5MHz） 

放送；8:10～ 再放送；18:15～ 
ネットでも聞けます（http://www.jcbasimul.com/） 

お名前              
※入党は個人名のみとなります。 
 

住所 〒 -         
 

TEL/ FAX      生年月日          

FAX ０５４－６３９－５８０２ 

 政治の現場では、より多くの党員の皆様にお支え頂いていること
が「井林たつのり」の発言力に直結致します。多くの方々に自民党
入党をお願いします。党費は年間4,000円、家族党員2,000円です。ご
入党いただいた方は、総裁選への投票権があります。ぜひ、ご支援
の程お願い申し上げます。下記FAX頂くか、電話（054-639-5801）又は
メール（office@t-ibayashi.com）でお伝えください。 

自民党 入党のお願い 

  減  免  ・  猶  予  ・  還  付  
■申告期限の延長 
 期限を切らず柔軟に受付 
 

■納付期限延長 
 20%超減収等の個別事情で1年間 
  納税猶予 ※延滞税の全部or一部免除 
 

■固定資産税軽減 
 事業者の建物・設備等の2021年度の 
 固定資産税・都市計画税を減収に応じ 
 ゼロor 1/2に減免 
 
 

■保険料の減免・猶予 
 新型コロナの影響で一定程度収入減少した方は国民健康保険/国民年金/後期高齢 
 者医療保険/介護保険の保険料減免や猶予等が認められる場合があります。 
 
 
 
 

■厚生年金保険料等の猶予 
 厚生年金保険料を納付困難な事業者の 
 納付猶予を認める場合があります 
 

■欠損金の払い戻し 
 法人税の一部還付対象企業の拡大 
 【資本金】1億円以下→10億円以下 
 

■公共料金の支払猶予等 
 電気・ガス・電話・NHK受信料の猶予or 
 未払いのサービス停止の猶予等について 
 柔軟な対応を事業者に要請 
 

令和2年6月15日時点版 
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萩生田文科大臣に 
学びの保証を提言 

菅長官に地元の実情 
をお伝えしました 

http://www.jcbasimul.com/


コロナ対策支援一覧！ 
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■特別定額給付金 
 一律1人10万円給付 

 全ての住民が対象です 

 窓口；市町役所の定額給付金担当 

■低所得ひとり親世帯臨時特別給付金 
 1世帯5万円給付(第2子以降は3万円加算) 

 8月頃、児童扶養手当口座に振り込まれます 
※新型コロナの影響で大幅減収世帯には+5万円加算（要申請） 
※支給停止or未受給でも対象となる場合有（要申請） 

 窓口；ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 

受付～ 
3ヵ月以内 

New 
申請不要 

■緊急小口資金貸付 
 上限10万円貸付(特例20万円) 

 緊急かつ一時的に生計維持が困難 

 となった方の少額費用貸付制度 

 窓口；市町の社会福祉協議会 

■総合支援資金貸付 
 月上限20万円貸付(単身15万円) 

 失業等生活困窮世帯 

 向け生活再建費用貸付制度 

 窓口；市町の社会福祉協議会 

■子育て世帯臨時特別給付金 ※公務員は要申請 

 児童1人につき1万円給付 

 児童手当(本則給付)受給世帯に支給 

 窓口；市町役所の児童手当担当 

申請不要 

■学生支援緊急給付金 
 1人10万円給付(非課税世帯は20万円) 

 アルバイト収入激減等で学業断念が無いよう支援 

 窓口；それぞれの大学・短大・専門学校など 

New 

■住居確保給付金 ※原則3ヵ月以内 

 38,000～52,000円を家主に支給 

 減収等で家賃支払いが困難な方に 

 窓口；市町役所の生活相談担当 

■新型コロナ感染症対応休業支援金 
 月上限33万円(雇用調整助成金との合算) 

 雇用調整助成金に代わり、従業員自らが申請可能 

 平均賃金の80%を支給 

 窓口；静岡県労働局・各ハローワーク（予定） 

New 
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■持続化給付金 
 【個人事業者】上限100万円 
 【中小法人等】上限200万円 

   フリーランスも対象拡充 

   窓口；持続化給付金コールセンター 

拡充 

■雇用調整助成金 
 日額上限15,000円(月33万円) 

 従業員を一時休業させた事業者 

 窓口；静岡県労働局・各ハローワーク 

拡充 

※9/30まで 
特例延長 

■医療従事者・介護職員慰労金 
 一人上限20万円を給付 

 新型コロナ患者と接する方々へ 

 窓口；静岡県医療/介護担当部局(予定) 

New 

■家賃支援給付金 ※家賃の2/3を6ヵ月間補助 

 【個人事業者】月上限25万円(複数店舗は50万円) 
 【法   人】月上限50万円(複数店舗は100万円) 
   地代・家賃の負担を軽減し事業継続を支援 

   窓口；中小企業庁総務課（今後専用窓口設置） 

New 

■持続化補助金(コロナ特別対応型) 

 上限100万円(補助率2/3 or 3/4) 

 小規模事業者の販路開拓(出前対応・自動受付)等の取組支援 

 窓口；商工会議所/商工会担当窓口 

8/7締切 

■経営継続補助金(農林漁業者) 

 上限100万円(補助率3/4) 

 業種別ガイドライン等に即した取組に定額加算(上限50万円) 

 窓口；農林水産省経営局経営政策課（今後専用窓口設置） 

New 

■セーフティネット貸付 ■危機対応融資 
 【中小事業】7.2億円   上限3億円→ 6億円 

 【国民事業】0.48億円   窓口；商工組合中央金庫 

 窓口；日本政策金融公庫 

■マル経融資 
 上限0.1億円 窓口；日本政策金融公庫/商工会議所・商工会 

■新型コロナ特別貸付 ※別枠 

 【中小事業】上限3億→6億円 
 【国民事業】上限0.6億→0.8億円 
 【生活衛生】上限0.6億→0.8億円 
 【対策衛経】上限0.1億円 
 【旅館向け】上限0.3億円 
 【飲食・喫茶店】上限0.1億円 
 窓口；日本政策金融公庫 

■信用保証付民間融資 ※別枠 

 【ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ保証4・5号】上限2.8億円 
 【危機関連保証】上限2.8億円 
 窓口；静岡信用保証協会 

■特別利子補給(実質無利子)、低利融資(基準金利▲0.9%) 
 【中小事業/危機対応融資】 
   上限1億→2億円 
 【国民事業/生活衛生/対策衛経/ﾏﾙ経合計】 
   上限0.3億→0.4億円 

※支援策にはそれぞれ条件があります。詳しくは担当窓口まで。  ※国の支援策です。県・市町独自の支援策は未掲載です。 

拡充 拡充 

拡充 
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